
収
蔵
文
書
紹
介
銘

轟
熱

ヽ
穏
ン
ヽ
轟
熙
ン
ン
ン

昨
年
度
、

当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
旧
高

松
囲
三
郎
家
文
書
が
Ｃ
Ｄ
で
目
録
化
さ
れ
ま

し
た
。

総
点
数
は
六
三
八

一
点
で
す
。

高
松
家

は
文
久
年
間

（
一
八
六

一
～

一
八
六
四
）
ま
で
君
鳴
姓
を
名
乗
り
、

江
戸

時
代
を
通
し
て
高
原
新
田
村

（高
原
村
と
も

称
さ
れ
る
）
の
組
頭
の
地
位
に
あ

っ
た
た
め
、

旧
高
松
囲
三
郎
家
文
書
に
は
高
原
新
田
村
に

関
す
る
文
書
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
原
新
田
村
は
、

承
応
年
間

（
一
六
五
二

～

一
六
五
五
）
か
ら
寛
文
年
間

（
一
六
六

一

～

一
六
七
三
）

の
間
に
、

会
津
西
街
道
の

五
十
里
村

（現
日
光
市
五
十
里
）
と
藤
原
村

（現
日
光
市
藤
原
）
の
間
の
宿
村

（旅
泊

・

荷
物
輸
送
に
携
わ
る
交
通
集
落
）
と
し
て
、

高
原
峠
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

江
戸
時
代
の
ほ
と
ん
ど
全
期
間
を
通
し

て
宇
都
宮
藩
領
に
属
し
ま
し
た
。

年
代
が
分
か
る
最
古

の
文
書
は
、

宝
永

元
年

（
一
七
〇
四
）

一
二
月
の

「乍
恐
以

口
上
書
ヲ
御
訴
訟
申
上
候
御
事
」
（
陥
四
十

六
〇

一
）
で
す
。

冒
頭
の

「高
原
新
田
村
之

儀
田
畑
無
御
座
候
工
付
駄
賃
計
二
而
渡
世
仕

候
」
と
い
う
文
か
ら
、

駄
賃
稼
ぎ
が
村
の
主

な
収
入
源
だ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

難
解
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

差
出
人
で
あ

る
高
原
新
田
村
の
儀
兵
衛
外
三
名
は
、

問
屋

を
兼
ね
た
庄
屋
の
外
に
、

商
人
荷
物
を
預
か

り
輸
送
を
請
け
負
う
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
文
書
で
彼
ら
は
、

庄
屋
側
が
輸
送
業
務

に
干
渉
し
て
く
る
こ
と
を
宇
都
宮
藩
の
代
官

所
に
訴
え
て
お
り
、

高
原
新
田
村
内
部
で
商

人
荷
物
輸
送
の
優
先
権
を
巡
り
対
立
が
あ

っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

文
久
三
年
に
、

五
十
里
村
～
藤
原
村
間
を

高
原
峠
を
通
ら
ず
に
現
在
の
川
治
温
泉
を
経

由
す
る
新
道

（栃
久
保
新
道
）
を
幕
府
が
開

削
し
た
た
め
、

高
原
新
田
村
は
新
道
沿
い
に

移
転
し
ま
し
た
。
「申
達
〔写
ご
（写
真

一
）
は
、

同
年

一
二
月
に
幕
府
の
勘
定
組
頭
小
高
登

一

郎
外
二
名
に
よ

っ
て
出
さ
れ
た
文
書
で
す
。

新
道
が
で
き
た
の
で
従
来
の
高
原
峠
往
還
を

廃
道
に
し
、

高
原
新
田
村
を
藤
原
村
字
栃
久

保

へ
移
転
す
る
手
当
と
し
て
村
家
数
八
軒
に

合
計

一
〇
〇
両
を
渡
す
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。

翌
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
三
月
に

は
、

高
原
新
田
村
か
ら
宇
都
宮
藩
の
代
官
所

に
、

三
月
二
〇
日
迄
に
移
転
を
完
了
す
る
旨

の
届
が
出
さ
れ
て
い
ま
す

（陥
四
十
六
二
六

「乍
恐
以
書
付
御
届
ケ
奉
申
上
候
し
。

移
転
後
も
、

村
の
生
活
は
主
に
駄
賃
稼
ぎ

に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
お
り
、

旧
高
松
家
文

書
に
は
物
資
輸
送
に
関
す
る
明
治
期
以
降
の

文
書
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
「組
合

之
証
」
（
写
真
二
圭

こ

は
、

明
治

一
九
年

（
一
八
八
六
）
二
月
に
矢
板
駅
伝
取
締
所
が

高
松
七
四
郎
に
付
与
し
た
組
合
証
票
で
す
。

明
治

一
八
年
八
月
に
、

栃
木
県
は
乙
第
九
六

号
で
駅
伝
営
業
取
締
規
則
を
達
し
、

駅
伝
営

業
者

（
「陸
運
受
負

・
人
馬
継
立

・
旅
人
宿

・

馬
車

・
牛
車

。
入
力
車

・
荷
車

・
渡
船
営
業

及
陸
運
稼
業
人
ヲ
云
フ
し

に
対
し
て
、

定

め
ら
れ
た
地
域
ご
と
に
組
合
を
設
置
し
、

営

業
の
際
に
組
合
証
票
を
携
帯
す
る
よ
う
指
示

し
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、

高
原
村
の
駅
伝
営

業
者
は
、

矢
板
駅
を
取
締
所
と
す
る

一
ケ
駅

五
九
ケ
村
か
ら
成
る
組
合
に
属
し
ま
し
た
。

写
真
の
組
合
証
票
の
裏
面
を
見
る
と
、

七
四

郎
が
当
時
駄
馬
稼
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、

明
治
期
の
高
松
家
当
主
七
四

郎
が
藤
原
村
外
七
ケ
村
衛
生
委
員
等
、

明
治

か
ら
昭
和
期
の
最
後
の
当
主
囲
三
郎
が
大
字

高
原
（現
日
光
市
川
治
温
泉
高
原
・同
市
高
原
）

区
長
等
を
務
め
た
た
め
、

明
治
期
以
降
の
文

書
に
は
、

旧
藤
原
町

（現
日
光
市
）
の
行
政

に
関
す
る
文
書
も
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

【参
考
文
献
】

藤
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